
「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」について

【趣 旨】
◆ 婦人保護事業は、昭和31年に制定された売春防止法に基づき、売春を行うおそれのある女子を保護する事業として発足した。

◆ しかし、その後、支援ニーズの多様化に伴い、家庭関係の破綻や生活困窮等の問題を抱える女性に事業対象を拡大してきた。また、関係
法令により、平成13年からはDV被害者、平成16年からは人身取引被害者、平成25年からはストーカー被害者が、それぞれ事業対象として
明確化され、現に支援や保護を必要とする女性の支援に大きな役割を果たすようになった。

◆ このような経緯から、与党や関係者からは、制定以来抜本的な見直しが行われていない売春防止法の規定を含め、婦人保護事業のあり
方を見直すべきとの問題提起がなされている。こうしたことを踏まえ、今後の困難な問題を抱える女性への支援のあり方について検討する。

検討会スケジュール及び主な検討事項
１．検討会スケジュール
○第1回（平成30年7月30日）
・座長の選任について ・今後の進め方について

○第5回（平成30年11月26日）
・中間的な論点の整理（今後議論する論点について）
※ 「通知改正や予算の要求を通じて対応可能な事項は、厚生労働省において、
先んじての対応を行うことを検討すべきである。」とされている。

○第6回（平成31年2月27日）
・運用面等における改善事項について検討開始

○第7回（平成31年５月中）
・運用面等における改善事項のとりまとめ

○第8回～
・見直しに向けた基本的な考え方の検討

○8月頃
・報告書（案）

２．主な検討事項
○ 対象とする「女性」の範囲・支援内容

○ 婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の役割や機能

○ 他法他施策との関係や根拠法の見直し
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自立（民間住宅等）

DV被害等
女性

（予算額） 159億円の内数 → 169億円の内数
（実施主体） 都道府県・市

（補助率） 国１／２、都道府県・市１／２

都道府県
・各市

ＤＶ被害者等自立生活援助モデル事業を実施
※1カ所当たり：4,403千円

退所

この機能を確立するため、都道府県・各市において、
本モデル事業を試行・検証する。

ＤＶシェルター入所中の自立支援
：生活相談、行政機関・裁判所等への支援、
就職支援等

ＤＶシェルター（NPO法人等）

ＤＶシェルター退所後の定着支援
：電話相談、家庭訪問、職場訪問等

相談

②定着支援

①自立支援

婦人相談所

一時保護 一時保護解除

婦人相談所の一時保護（一時保護委
託含む）が解除され、日常生活上の基
本的な生活習慣が身に付いており、 婦
人保護施設の入所までは至らないが、随
時、相談や行政機関への同行支援等が
必要なDV被害等女性

斡旋・照会

ＤＶ被害者等自立生活援助モデル事業

※DV被害等女性：DV被害の他、ストーカー被害、性犯罪・性暴力等の被害女性を対象とする。

（児童虐待・DV対策等総合支援事業）
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